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株 式 会 社 ジ ェ イ ホ ー ル デ ィ ン グ ス

代表取締役社長 眞 野 定 也

第34期定時株主総会招集ご通知

拝啓　日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第34期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申
しあげます。

　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提

供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェ

ブサイトに掲載しておりますので、以下のウェブサイトにアクセスのうえ、ご確

認くださいますようお願い申しあげます。

　当社ウェブサイト https://jholdings.co.jp/

（上記ウェブサイトにアクセスし、メニューより「ＩＲ・投資家情報」「ＩＲニ

ュース」を順に選択いただき、ご確認ください。）

　また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東

証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下よりご確認ください。

　東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「ジェ

イホールディングス」又は「コード」に当社証券コード「2721」を入力・検索

し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある

「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

　なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面（郵送）によって

議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討

のうえ、2026年３月27日（金曜日）午後６時までに議決権を行使してくださいま

すようお願い申しあげます。
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１．日 時 2026年３月30日（月曜日）午前10時
２．場 所 東京都港区六本木五丁目11番16号

公益財団法人 国際文化会館　４階　403・404会議室
※末尾の株主総会会場ご案内略図をご参照ください。

３．会議の目的事項
報 告 事 項 １. 第34期（自　2025年１月１日　至　2025年12月31日）事

業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の
連結計算書類監査結果報告の件

２. 第34期（自　2025年１月１日　至　2025年12月31日）計
算書類報告の件

決 議 事 項
議案 取締役４名選任の件

［インターネットによる議決権行使の場合］

　当社指定の議決権行使ウェブサイト（https://www.web54.net）にアクセスし

ていただき、本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に表示された

「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内にしたが

って、議案に対する賛否を上記の行使期限までにご入力ください。

　インターネットによる議決権行使に際しましては、後記の「インターネットに

よる議決権行使のご案内」をご確認くださいますようお願い申しあげます。

［書面（郵送）による議決権行使の場合］

　議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、上記の行使期限まで

に到着するようご返送ください。

敬　具

記
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４．招集にあたっての決定事項
（１）書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書におい

て、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったもの
としてお取り扱いいたします。

（２）インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行
われた議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。

（３）インターネットと書面（郵送）により重複して議決権を行使された場
合は、到着日時を問わず、インターネットによる議決権行使を有効な
ものとしてお取り扱いいたします。

◎当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご
提出くださいますようお願い申しあげます。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の
当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトにおいて、その旨、修正前
及び修正後の事項を掲載いたします。

◎書面交付請求をいただいた株主様には、電子提供措置事項を記載し
た書面をあわせてお送りいたしますが、当該書面は、法令及び当社
定款第13条の規定に基づき、次に掲げる事項を除いております。
① 連結計算書類の「連結注記表」
② 計算書類の「個別注記表」

　したがいまして、当該書面に記載している事業報告、連結計算書類
及び計算書類は、会計監査人が会計監査報告を、監査役が監査報告
を作成するに際して監査をした対象書類の一部であります。

以　上
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三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート　専用ダイヤル

電話　0120-652-031　　受付時間　9：00～21：00

インターネットによる議決権行使のご案内

インターネットにより議決権を行使される場合は、あらかじめ次の事項をご了承
いただきますようお願い申しあげます。

１.議決権行使ウェブサイトについて
インターネットによる議決権行使は、当社の指定する以下の議決権行使ウェ
ブサイトをご利用いただくことによってのみ可能です。

 議決権行使ウェブサイトURL　https://www.web54.net

２.議決権行使のお取り扱いについて
（１）インターネットにより議決権を行使される場合は、議決権行使書用紙に

表示された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用になり、
画面の案内に従って賛否をご入力ください。

（２）議決権の行使期限は、2026年３月27日（金曜日）午後６時までとなって
おりますので、お早めの行使をお願いいたします。

（３）書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、イン
ターネットによるものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたしま
す。また、インターネットによって複数回数議決権を行使された場合
は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたしま
す。

（４）議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダ及び通信事業
者の料金（接続料金等）は、株主さまのご負担となります。

３.パスワード及び議決権行使コードのお取り扱いについて
（１）パスワードは、議決権を行使される方が株主さまご本人であることを確

認するための重要な情報です。印鑑や暗証番号同様、大切にお取り扱い
ください。

（２）パスワードは一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワー
ドの再発行をご希望の場合は、画面の案内に従ってお手続きください。

（３）議決権行使書用紙に記載されている議決権行使コードは、本総会に限り
有効です。

本サイトでの議決権行使に関して、パソコン等の操作方法がご不明な場合は、下
記にお問い合わせください。
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( 自　2025年１月１日
至　2025年12月31日 )

事　 業　 報　 告

１．企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過及び成果

　当連結会計年度におけるわが国経済は、継続的な物価上昇や米国の通商
政策の影響を受けつつも、雇用・所得環境の改善等により、緩やかな回復
基調となりました。一方、今後の物価動向や米国の通商政策の動向などの
景気を下押しするリスクを抱え、当社グループが関連する業界等におきま
しても、先行きが不透明な状況は依然として続いております。
　こうした環境下、当社グループは、
・　フットサル施設の運営及び当該施設を活用した事業を行う「スポーツ
事業」

・　不動産や太陽光発電施設などの事業用資産の所有者等に対する資金調
達に関する助言を行い、収益化を図っている「不動産事業」

・　デジタル・マーケティング業務として動画広告営業を行っている「Ｗ
ｅｂ事業」（なお、2023年７月１日よりＷｅｂ事業を休止し、2024年９
月３日付の当社取締役会において同事業を展開する株式会社アセット・
ジーニアスの解散及び清算を決議し、2025年８月14日に清算結了いたし
ました。）

・　太陽光発電施設の仕入、販売及び仲介事業、並びに系統用蓄電所を開
発し保有運営または販売する系統用蓄電池事業を行う「エネルギー関連
事業」

・　産業廃棄物処理施設の管理、運営等を行う「環境ソリューション事
業」

・　順天堂大学との共同研究契約に基づくエクソソームに関する基礎臨床
研究にかかる事業及び細胞培養加工施設においてエクソソームを精製し
販売する事業として「再生医療関連事業」

の６つの事業を展開してまいりました。
　この結果、当連結会計年度の経営成績は、売上高189,613千円（前期比
5.6％増）、営業損失310,538千円（前期は267,142千円の営業損失）、経
常損失308,508千円（前期は271,518千円の経常損失）、親会社株主に帰属
する当期純損失256,806千円（前期は387,700千円の親会社株主に帰属する
当期純損失）となりました。

　セグメント別の業績は、次のとおりであります。
（スポーツ事業）
　つかしん店（兵庫県）では、ジュニアスクールの充実化などを図り会員
数が増加し、増収増益となりました。また、東山田店（神奈川県）では、
好調であった前連結会計年度（前事業年度）に比べ売上高は微減したもの
の、コスト削減策の効果により減収増益となりました。
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　その結果、当連結会計年度の売上高は114,089千円（前期比0.7％減）、
営業利益は31,344千円（前期比10.9％増）となりました。
（不動産事業）
　不動産や太陽光発電施設などの事業用資産の所有者等に対する資金調達
に関する助言を行い、収益化を図る方針でしたが、当連結会計年度で売上
高は計上されておらず（前期売上高は－千円）、販売費及び一般管理費の
負担があるため、営業損失は21,940千円（前期は10,806千円の営業損失）
となりました。
（Ｗｅｂ事業）
　2023年７月１日よりＷｅｂ事業を休止していることから、当連結会計年
度において売上高は計上されず（前期売上高は－千円）、販売費及び一般
管理費の負担があるため、営業損失は126千円（前期は381千円の営業損
失）となりました。なお、2024年９月３日付の当社取締役会において、
Web事業を行っていた当社連結子会社である株式会社アセット・ジーニア
スの解散及び清算を決議し、2025年８月14日に清算結了いたしました。
（エネルギー関連事業）
　当連結会計年度においても、太陽光発電施設の仕入・販売・仲介の実績
がなかったため、売上高は計上されず（前期売上高は－千円）、販売費及
び一般管理費の負担があるため、営業損失は18,948千円（前期は15,490千
円の営業損失）となりました。なお、当連結会計年度より、「系統用蓄電
池事業」として、系統用蓄電所を開発し、当該蓄電所を保有運営または外
部顧客へ販売する系統用蓄電所開発販売業務及び系統用蓄電池への投資を
目的とした集団投資スキームの組成、管理、運用を行うファンド管理業務
を新たに開始いたしました。
（環境ソリューション事業）
　当連結会計年度においては、当社グループ産業廃棄物処理施設の施設メ
ンテナンス等により産業廃棄物の受入を一時的に休止していた期間があっ
たものの、下期において新規顧客からの受入量が増加したこと等により、
売上高は69,523千円（前期比7.5％増）と前期比で増収となりました。ま
た、当事業にかかるのれんを2024年12月期に減損したことにより、のれん
償却費の負担が生じなくなったため、営業利益は8,707千円（前期は
48,844千円の営業損失）となり前期比で増益となりました。

（再生医療関連事業）

　当連結会計年度において、順天堂大学との共同研究契約に基づくエクソ

ソームに関する基礎臨床研究にかかる事業及び細胞培養加工施設において

エクソソームを精製し販売する事業である「再生医療関連事業」を開始し

ました。当連結会計年度においては、当該細胞培養加工施設の建設工事が

2025年12月に完成し、同月より同施設の営業稼働を開始していることか

ら、提携クリニックへのエクソソームの販売による売上高が計上され、売

上高は6,000千円となりました。一方、順天堂大学や防衛医科大学校への

研究開発費の支出などが生じているため、営業損失は65,050千円となりま

した。
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区　　分
第31期

自　2022年１月１日
至　2022年12月31日

第32期
自　2023年１月１日
至　2023年12月31日

第33期
自　2024年１月１日
至　2024年12月31日

第34期
（当連結会計年度）
自　2025年１月１日
至　2025年12月31日

売 上 高 111,820千円 175,433千円 179,573千円 189,613千円

経 常 損 失 （ △ ） △205,559千円 △279,261千円 △271,518千円 △308,508千円

親会社株主に帰属する
当 期 純 損 失 （ △ ）

△270,200千円 △296,785千円 △387,700千円 △256,806千円

１株当たり当期純損失（△） △54.14円 △44.81円 △55.38円 △29.72円

純 資 産 479,333千円 282,447千円 △33,074千円 119,924千円

総 資 産 515,668千円 331,097千円 248,615千円 534,264千円

１株当たり純資産額 71.53円 38.13円 △4.64円 11.53円

区　　分
第31期

自　2022年１月１日
至　2022年12月31日

第32期
自　2023年１月１日
至　2023年12月31日

第33期
自　2024年１月１日
至　2024年12月31日

第34期
（当事業年度）
自　2025年１月１日
至　2025年12月31日

営業収益（売上高） 19,854千円 19,472千円 20,112千円 19,894千円

経 常 損 失 （ △ ） △151,613千円 △139,043千円 △203,540千円 △227,301千円

当 期 純 損 失 （ △ ） △136,290千円 △188,039千円 △513,436千円 △232,957千円

１株当たり当期純損失（△） △27.31円 △28.39円 △73.34円 △26.96円

純 資 産 506,014千円 417,874千円 △23,382千円 153,464千円

総 資 産 573,640千円 490,577千円 149,053千円 468,016千円

１株当たり純資産額 75.75円 58.26円 △3.28円 14.97円

(2) 財産及び損益の状況

①　企業集団の財産及び損益の状況

（注）１株当たり当期純損失（△）は期中平均発行済株式総数（自己株式控除後）に基づき算出

しております。

②　当社の財産及び損益の状況

（注）１株当たり当期純損失（△）は期中平均発行済株式総数（自己株式控除後）に基づき算出

しております。
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(3) 対処すべき課題

（全般）

　スポーツ事業に関しましては、東山田店及びつかしん店ともに、顧客ニ
ーズに即した施設の修繕等を行うとともに、顧客満足度の高いイベントを
企画することにより集客増加を図ってまいります。
　不動産事業に関しましては、不動産や太陽光発電施設などの事業用資産
の所有者や取得希望者に対して、直接金融の手法による資金調達について
助言を行い、収益化を図ってまいります。
　エネルギー関連事業に関しましては、今後、二酸化炭素排出権取引が拡
大することを見据え、太陽光発電施設取引仲介に加えて、当社グループの
利益成長に伴う手元資金を活用し、太陽光発電施設を取得し保有すること
により売電収入を得ることを目指します。また、当連結会計年度より、
「系統用蓄電池事業」として、系統用蓄電所を開発し、当該蓄電所を保有
運営または外部顧客へ販売する業務及び系統用蓄電池への投資を目的とし
た集団投資スキームの組成、管理、運用を行うファンド管理に関する業務
を新たに開始いたしました。これにより事業領域の拡大を図ってまいりま
す。なお、系統用蓄電池事業においては、2026年1月28日付「資本業務提
携に関するお知らせ」にて公表の通り、台湾の大手蓄電池事業者である
Recharge Power社と資本業務提携契約を締結し、投資総額約150億円の規
模でRecharge Power社及び同社の子会社にて開発した国内の系統用蓄電所
を取得し、主に自社保有により運営することを計画しておりますが、その
取得予定の蓄電所のうち1件については、2026年12月の取得を予定してい
ることから、早期の収益貢献が可能であると見込んでおります。
　当社連結子会社であるエイチビー株式会社が環境ソリューション事業を
展開しております。同事業では、当面現行の岡山県倉敷市の安定型最終処
分場運営を継続し、収益の安定化を図ってまいります。
　当連結会計年度より、株式会社アドバンスト・リジェンテックを設立
し、新たな事業として再生医療関連事業を開始いたしました。同事業で
は、順天堂大学との共同研究契約に基づくエクソソームに関する基礎臨床
研究にかかる事業及び当社にて設置する細胞培養加工施設においてエクソ
ソームを精製し、販売する事業を行います。当該施設については2025年12
月に完成し、同時にエクソソームの精製及び販売を開始いたしました。今
後は、研究開発活動を引き続き進めるとともに、自社で設置した細胞培養
加工施設にて製造した幹細胞培養上清液（エクソソーム）の販売を行うだ
けでなく、特定細胞加工物の製造許可を取得したのちに再生医療を提供す
る医療機関等からの委託にもとづく体性幹細胞の培養、加工を開始するこ
とを計画しております。

（人的資源の充実）

　人的資源の充実は、中長期的成長を達成するための最重要課題であると
の認識の下、各事業において人材の充実を図るため、専門性の高い人材を
採用するほか、教育、トレーニングを行い、顧客満足度の高い人材を育成
してまいります。
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（商品ブランド、企業ブランドの確立）

　当社グループが提供するサービスでは、顧客に安心感を与え信頼できる
内容のサービスを提供することで、商品ブランド・企業ブランドの構築を
進めてまいります。

(4) 資金調達の状況

　当連結会計年度においては、新株予約権の行使による株式の発行による資
金調達397,800千円、新株予約権の発行による資金調達10,630千円、匿名組
合出資者からの払込みによる資金調達231,000千円を実施いたしました。

(5) 設備投資の状況

　当連結会計年度における設備投資の総額は175,216千円であります。その
主要な内容は、再生医療関連事業を展開する株式会社アドバンスト・リジェ
ンテックにおいて、細胞培養加工施設の建物附属設備110,638千円及び工具
器具備品63,697千円を取得したものであります。

(6) 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

　該当事項はありません。

(7) 他の会社の事業譲受の状況

　該当事項はありません。

(8) 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の

状況

　該当事項はありません。

(9) 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

　当連結会計年度において、株式会社アセット・ジーニアスの清算が完了し

たため、株式を処分し、連結の範囲から除外しております。

　また、当連結会計年度において、当社の100%子会社である株式会社アドバ

ンスト・リジェンテックを新たに設立したため、株式を取得し、連結の範囲

に含めております。
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会 社 名 資 本 金 議 決 権 比 率 事 業 内 容

株式会社ジェイスポーツ 10,000千円 100.0％ ス ポ ー ツ 事 業

株式会社ジェイリー
ド パ ー ト ナ ー ズ

20,000千円 100.0％ 不 動 産 事 業

株式会社ジェイクレスト 50,000千円 100.0％ エネルギー関連事業

合同会社クレストソ
ーラー

1,000千円
100.0％

(100.0％)
エネルギー関連事業

エイチビー株式会社 10,000千円
100.0％

(100.0％)
環境ソリューション
事 業

株式会社アドバンス
ト・リジェンテック

1,000千円 100.0％ 再生医療関連事業

(10) 重要な親会社及び子会社の状況

①　親会社の状況

　該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

（注）１．議決権比率の(　)内は、間接所有割合で内数であります。

２．当連結会計年度において、株式会社アセット・ジーニアスの清算が完了したため、連

結の範囲から除外しております。また、当連結会計年度において、当社の100%子会社

である株式会社アドバンスト・リジェンテックを新たに設立したため、連結の範囲に

含めております。

(11) 主要な事業内容（2025年12月31日現在）

＜スポーツ事業＞

　株式会社ジェイスポーツが、スポーツ事業を展開しております。スポーツ

事業では、フットサル施設の運営を行っております。神奈川県に１ヶ所「フ

ットボールパーク東山田」、兵庫県に１ヶ所「フットサルコートつかしん」

の合計２店舗において、フットサルコートのレンタル、フットサルスクール

の開催、フットサルイベントの企画運営を行っております。

＜不動産事業＞

　株式会社ジェイリードパートナーズが、不動産事業を展開しております。

不動産事業では、不動産や太陽光発電施設などの事業用資産の所有者等に対

する資金調達に関する助言を行い、収益化を図る事業を展開しております。
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＜Ｗｅｂ事業＞

　株式会社アセット・ジーニアスが、Ｗｅｂ事業を展開しております。Ｗｅ

ｂ事業では、デジタル・マーケティング業務として動画広告営業を行う事業

を展開しております。なお、当社グループの経営資源の選択と集中の観点か

ら、Ｗｅｂ事業を休止しておりましたが、2024年９月３日開催の取締役会に

おいて同社の解散及び清算を決議し、2025年８月14日に清算結了いたしまし

た。

＜エネルギー関連事業＞

　株式会社ジェイクレスト及び合同会社クレストソーラーが、エネルギー関

連事業を展開しております。エネルギー関連事業では、太陽光発電施設の仕

入、販売及び仲介を行う「太陽光事業」に加えて、当連結会計年度より、

「系統用蓄電池事業」として、系統用蓄電所を開発し、当該蓄電所を保有運

営または外部顧客へ販売する系統用蓄電所開発販売業務及び系統用蓄電池へ

の投資を目的とした集団投資スキームの組成、管理、運用を行うファンド管

理業務を新たに開始いたしました。

＜環境ソリューション事業＞

　エイチビー株式会社が、環境ソリューション事業を展開しております。環

境ソリューション事業では、産業廃棄物処理施設の管理、運営等を行ってお

ります。

＜再生医療関連事業＞

　株式会社アドバンスト・リジェンテックが、再生医療関連事業を展開して

おります。再生医療関連事業では、順天堂大学との共同研究契約に基づくエ

クソソームに関する基礎臨床研究にかかる事業及び当社にて設置する細胞培

養加工施設においてエクソソームを精製し、販売する事業を当連結会計年度

より、開始いたしました。
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本　社 東京都港区麻布十番一丁目７番11号

株式会社ジェイスポーツ 東京都港区麻布十番一丁目７番11号

株式会社ジェイリードパートナーズ 東京都港区麻布十番一丁目７番11号

株式会社ジェイクレスト 東京都港区麻布十番一丁目７番11号

合同会社クレストソーラー 東京都港区麻布十番一丁目７番11号

エイチビー株式会社 岡山県倉敷市児島下の町三丁目９番

58号

株式会社アドバンスト・リジェンテック 東京都港区麻布十番一丁目７番11号

店　舗

フットボールパーク東山田

（神奈川県横浜市都筑区）

フットサルコートつかしん

（兵庫県尼崎市塚口本町）

最終処分場

ジェイ・グリーンヒルズ倉敷

（岡山県倉敷市児島下の町）

細胞培養加工施設

リジェンテック・ラボ

（東京都港区赤坂）

(12) 主要な営業所（2025年12月31日現在）

事 業 区 分 使　用　人　数 前連結会計年度末比増減

ス ポ ー ツ 事 業 4 （4） △2 （1）

不 動 産 事 業 1 （-） 1 （-）

エ ネ ル ギ ー
関 連 事 業

1 （-） - （-）

環境ソリューショ
ン 事 業

- （-） - （-）

再生医療関連事業 - （-） - （-）

全 社 （ 共 通 ） 5 （-） - （-）

合　計 11 （4） △1 （1）

(13) 使用人の状況（2025年12月31日現在）

①　企業集団の使用人の状況

（注）１．臨時雇用者数は、年間の平均人員を（ ）内に外数で記載しております。

２．全社（共通）として記載されている従業員数は、管理部門に配属しているものであり

ます。
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使 用 人 数 前 期 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

5名 -名 48.2歳 4.8年

②　当社の使用人の状況

(14) 主要な借入先及び借入額（2025年12月31日現在）

　該当事項はありません。

(15) その他企業集団の現況に関する重要な事項

　当社グループは、前連結会計年度において、営業損失、経常損失、親会社

株主に帰属する当期純損失及び営業キャッシュ・フローのマイナスを計上し

債務超過となったことから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるよう

な事象又は状況が存在しているものと認識しておりました。当連結会計年度

においても、営業損失、経常損失、親会社株主に帰属する当期純損失及び営

業キャッシュ・フローのマイナスを計上しており、今後の当社の売上及び利

益の見通しについて不確実性が存在しており、継続企業の前提に重要な疑義

を生じさせるような事象又は状況が引き続き存在しているものと認識してお

ります。

　当社グループは、当該状況を解消すべく、「連結注記表１.継続企業の前

提に関する注記」に記載のとおり、施策を着実に実行することにより、当社

グループの経営基盤の強化を図ってまいりますが、当該施策において最も重

要である各事業における収益基盤の強化は外部要因に大きく依存することか

ら、現時点においては継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められま

す。
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(1) 発行可能株式総数 25,000,000株

(2) 発行済株式の総数 9,728,500株（自己株式20株を含む）

(3) 株主数 1,934名

株 主 名 所 有 株 式 数 持 株 比 率

株 ％
Ｌ Ｇ Ｔ 　 Ｂ Ａ Ｎ Ｋ 　 Ｌ Ｔ Ｄ 1,434,300 14.74

楽 天 証 券 株 式 会 社 共 有 口 552,100 5.68

学 校 法 人 君 津 あ す な ろ 学 園 500,000 5.14

ノ ア グ ル ー プ ホ ー ル デ ィ ン グ ス ㈱ 460,800 4.74

日 名 子 晃 一 440,000 4.52

青 山 洋 一 430,000 4.42

日 高 早 斗 391,000 4.02

森 上 和 樹 360,000 3.70

大 西 雅 之 351,100 3.61

中 谷 正 和 345,200 3.55

２．株式の状況（2025年12月31日現在）

（注）2026年１月30日開催の臨時株主総会において定款の一部変更が行われ、発行可能株式

総数は同日より13,000,000株増加し、38,000,000株となっております。

（注）新株予約権の権利行使により、発行済株式の総数は2,600,000株増加しております。

(4) 大株主の状況（上位10名）

（注）持株比率は自己株式（20株）を控除して計算しております。
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第９回新株予約権（有償ストック・オプション）

決議年月日 2025年１月15日

保有者の区分及び人数 当社取締役（社外取締役除く）　３名

新株予約権の数 4,400個（注）１

新株予約権と引換えに払込まれ

る金額
新株予約権１個当たり95円（総額418,000円）

新株予約権の目的となる株式の

種類、内容及び数
普通株式　440,000株

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり170円

新株予約権の行使期間 2025年４月30日～2027年４月28日

新株予約権の行使により株式を

発行する場合の株式の発行価格

及び資本組入額

発行価格170円

① 本新株予約権の行使により株式を発行する場

合における増加する資本金の額は、会社計算規則

第17条第１項に従い算出される資本金等増加限度

額の２分の１の金額とする。計算の結果１円未満

の端数が生じたときは、その端数を切り上げるも

のとする。

② 本新株予約権の行使により株式を発行する場

合における増加する資本準備金の額は、上記①記

載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増

加する資本金の額を減じた額とする。

新株予約権の行使の条件 （注）２

３．会社の新株予約権等に関する事項

(1) 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として

交付された新株予約権等の状況

(注)１.上記新株予約権4,400個のうち当事業年度において行使されたものはありま

せん。2025年12月31日現在の未行使新株予約権は4,400個であります。

２.新株予約権の行使の条件

①本新株予約権の割当を受けた者（以下、「新株予約権者」という。）は、権

利行使時において当社、当社子会社、または当社関連会社の取締役、監査役

または従業員のいずれかの地位を有していることを要する。但し、任期満了

による退任、定年又は会社都合による退職、その他取締役会が正当な理由が
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第９回新株予約権（有償ストック・オプション）

決議年月日 2025年１月15日

付与対象者の区分及び人数

当社従業員　５名

当社子会社取締役　３名

当社子会社従業員　１名

新株予約権の数 2,600個（注）１

新株予約権と引換えに払込まれ

る金額
新株予約権１個当たり95円（総額247,000円）

新株予約権の目的となる株式の

種類、内容及び数
普通株式　260,000株

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり170円

新株予約権の行使期間 2025年４月30日～2027年４月28日

あると認めた場合にはこの限りではない。

②本新株予約権者は、本新株予約権の発行日の３カ月後の応当日を始期とする

行使期間中に、当社の普通株式の取引終値の平均値が、連続する20営業日に

おいて350円（１円未満は四捨五入とする。）以上となった場合にのみ、本

新株予約権を行使できるものとする。

③本新株予約権の権利行使期間の満了日前に新株予約権者が死亡した場合は、

相続人のうち１名に限り本新株予約権を承継することができる。ただし、再

承継はできない。

④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発

行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行

うことはできない。

⑤各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

(2) 当事業年度中に職務執行の対価として当社使用人等に交付した新株予約権

等の状況
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第９回新株予約権（有償ストック・オプション）

新株予約権の行使により株式を

発行する場合の株式の発行価格

及び資本組入額

発行価格170円

① 本新株予約権の行使により株式を発行する場

合における増加する資本金の額は、会社計算規則

第17条第１項に従い算出される資本金等増加限度

額の２分の１の金額とする。計算の結果１円未満

の端数が生じたときは、その端数を切り上げるも

のとする。

② 本新株予約権の行使により株式を発行する場

合における増加する資本準備金の額は、上記①記

載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増

加する資本金の額を減じた額とする。

新株予約権の行使の条件 （注）２

(注)１.上記新株予約権2,600個のうち当事業年度において行使されたものはありま

せん。2025年12月31日現在の未行使新株予約権は2,600個であります。

２.新株予約権の行使の条件

①本新株予約権の割当を受けた者（以下、「新株予約権者」という。）は、権

利行使時において当社、当社子会社、または当社関連会社の取締役、監査役

または従業員のいずれかの地位を有していることを要する。但し、任期満了

による退任、定年又は会社都合による退職、その他取締役会が正当な理由が

あると認めた場合にはこの限りではない。

②本新株予約権者は、本新株予約権の発行日の３カ月後の応当日を始期とする

行使期間中に、当社の普通株式の取引終値の平均値が、連続する20営業日に

おいて350円（１円未満は四捨五入とする。）以上となった場合にのみ、本

新株予約権を行使できるものとする。

③本新株予約権の権利行使期間の満了日前に新株予約権者が死亡した場合は、

相続人のうち１名に限り本新株予約権を承継することができる。ただし、再

承継はできない。

④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発

行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行

うことはできない。

⑤各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。
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第８回新株予約権

決議年月日 2025年１月15日

新株予約権の数 70,000個（注）

新株予約権のうち自己新株予約

権の数
－

新株予約権の目的となる株式の

種類、内容及び数
普通株式　7,000,000株

発行価額
総額11,340,000円

（新株予約権１個当たり162円）

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり153円

新株予約権の行使期間 2025年１月31日～2027年１月30日

新株予約権の行使により株式を

発行する場合の株式の発行価格

及び資本組入額

発行価格153円

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の

増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定

めるところに従って算定された資本金等増加限度

額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満

の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額と

する。増加する資本準備金の額は、資本金等増加

限度額より増加する資本金の額を減じた額とす

る。

新株予約権の行使の条件 各本新株予約権の一部行使はできない。

新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の

承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約

権の交付に関する事項
－

(3) その他新株予約権等に関する重要な事項

　2025年１月15日付で発行を決議した第三者割当による当社第８回新株予約権

の内容は次のとおりであります。
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第８回新株予約権

割当先及び割当新株予約権数

学校法人君津あすなろ学園　5,000個

親川 智行　14,000個

伊藤 美由紀　4,000個

大内 将伸　4,000個

黒田 欣　1,000個

保坂 健　1,000個

森上 和樹　7,000個

中谷 正和　15,000個

日高 早斗　15,000個

千代田インベストメント株式会社　4,000個

(注)上記新株予約権70,000個のうち当事業年度において26,000個が行使されており

ます。2025年12月31日現在の未行使新株予約権は44,000個であります。

地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 眞 野 定 也

取 締 役 中 山 宏 一 管 理 本 部 長

取 締 役 山 室 敬 史 財 務 担 当

取 締 役 浅 田 　 大
弁 護 士
浅田法律事務所・外国法共同事業代表弁護士

常 勤 監 査 役 刈 谷 龍 太
弁 護 士
弁 護 士 法 人 C - L i A 社 員
株式会社Birdman社外取締役（監査等委員）

監 査 役 四 方 直 樹
司 法 書 士
司 法 書 士 法 人  四 方 事 務 所 社 員

監 査 役 関 口 常 裕

公 認 会 計 士 、 税 理 士
関 口 公 認 会 計 士 事 務 所 所 長
エンサイドコンサルティング株式会社代表取締役
税 理 士 法 人 エ ン サ イ ド 代 表 社 員

４．会社役員に関する事項

(1) 取締役及び監査役に関する事項（2025年12月31日現在）

（注）１. 取締役 浅田大氏は、社外取締役であります。

２. 常勤監査役 刈谷龍太氏、監査役 四方直樹氏及び監査役 関口常裕氏は、社外監査役

であります。

３. 監査役 関口常裕氏は、公認会計士、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関

する相当程度の知見を有しております。

４. 当社は、社外取締役 浅田大氏、社外監査役 刈谷龍太氏、四方直樹氏及び関口常裕氏

を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ておりま

す。
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(2) 責任限定契約の内容の概要

　当社は、会社法第427条第１項の規定により、社外取締役との間に同法第

423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結することができるものとして

おります。但し、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が定める範囲

内とします。

　なお、当社は、社外取締役 浅田大氏との間で責任限定契約を締結してお

ります。

(3) 取締役及び監査役の報酬等

①役員報酬等の内容の決定に関する方針等

　当社は、2021年3月30日の取締役会において、取締役の個人別の報酬等

の内容にかかる決定方針を決議しております。

　また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等につい

て、当社と同程度の規模の国内企業と比較して不合理な点は存在せず、報

酬等の内容にかかる決定方針に沿うものであると判断しております。

　取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は以下のとおり

です。

a.基本報酬に関する方針

　各取締役の報酬額は、取締役会において、各取締役の職責、在籍年数等

に応じて、株主総会で定められた報酬限度額の範囲内で支給額を決定する

方針としております。

　なお、2017年３月30日開催の第25期定時株主総会において、取締役の報

酬限度額は年額200,000千円以内と決議されています。当該定時株主総会

終結時点の取締役の員数は５名です。

　また、2002年３月27日開催の第10回定時株主総会において監査役の報酬

限度額は年額20,000千円以内と決議されています。当該定時株主総会終結

時点の監査役の員数は２名です。

b.業績連動報酬等に関する方針

　現在のところ、業績連動報酬を支給しておりません。

c.非金銭報酬等に関する方針

　当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセン

ティブを付与するためストック・オプションを付与する場合には、取締役

の職責、在籍年数等に応じて付与数を決定する方針としております。
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区　　分 報酬等の総額

報酬等の種類別の総額 対象となる

役員の員数

（名）
基本報酬

業績連動

報酬等

非金銭

報酬等

取　締　役

（うち社外取締役）

57,000千円

（2,400千円）

57,000千円

（2,400千円）

－

(－)

－

(－)

4名

(1名)

監　査　役

（うち社外監査役）

4,800千円

（4,800千円）

4,800千円

（4,800千円）

－

(－)

－

(－)

3名

(3名)

合　　　計

（うち社外役員）

61,800千円

（7,200千円）

61,800千円

（7,200千円）

－

(－)

－

(－)

7名

(4名)

d.報酬等の割合に関する方針

　職責に比例して非金銭報酬等の割合を高める方針としております。

e.報酬等の付与時期や条件に関する方針

　固定金銭報酬は、任期中となる４月から翌年３月までの職務執行の対価

として毎月支給すること、非金銭報酬等は、潜在株式による希薄化の状況

等を勘案し支給を決定することを方針としております。

f.報酬等の決定の委任に関する事項

　個別の報酬額については、上記a.のとおり、株主総会で定められた報酬

限度額の範囲内で取締役会にて決定することとしております。その他の委

任等はありません。

g.上記のほか報酬等の決定に関する事項

　該当事項はありません。

②当事業年度にかかる報酬等の総額等

（注）１. 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

２. 非金銭報酬等として取締役（社外取締役を除く）に対して新株予約権（有償ストック

オプション）を交付しております。当該新株予約権の内容及びその交付状況は、

「３．会社の新株予約権等に関する事項」に記載のとおりです。
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(4) 社外役員に関する事項

　重要な兼職先と当社との関係並びに当事業年度における主な活動状況及び

社外取締役が期待される役割に関して行った職務の概要

①　取締役　　浅田　大

　同氏は、弁護士であり、浅田法律事務所・外国法共同事業の代表弁護士

であります。当社との間に特別の関係はありません。

　当事業年度の主な活動といたしましては、当事業年度中に開催した取締

役会24回中24回に出席し、豊富なビジネス経験と幅広い見識を活かし、議

案の審議や経営判断に必要な発言及び提言を適宜行っております。また、

弁護士としての専門的見地から、議案の審議や経営判断に必要な発言及び

提言を適宜行っております。

②　監査役　　刈谷龍太

　同氏は弁護士、弁護士法人C-LiAの社員、株式会社Birdmanの社外取締役

（監査等委員）であります。当社との間に特別の関係はありません。

　当事業年度の主な活動といたしましては、当事業年度中に開催した取締

役会24回中24回、監査役会14回中14回に出席いたしました。また、弁護士

としての専門的見地から、議案の審議や経営判断に必要な発言及び提言を

適宜行っております。

③　監査役　　四方直樹

　同氏は司法書士であり、司法書士法人四方事務所の社員であります。当

社との間に特別の関係はありません。

　当事業年度の主な活動といたしましては、当事業年度中に開催した取締

役会24回中24回、監査役会14回中14回に出席いたしました。また、司法書

士としての専門的見地から、議案の審議や経営判断に必要な発言及び提言

を適宜行っております。

④　監査役　　関口常裕

　同氏は公認会計士、税理士であり、関口公認会計士事務所の所長、エン

サイドコンサルティング株式会社の代表取締役、税理士法人エンサイドの

代表社員であります。当社との間に特別の関係はありません。

　当事業年度の主な活動といたしましては、当事業年度中に開催した取締

役会24回中24回、監査役会14回中14回に出席いたしました。また、公認会

計士としての専門的見地から、議案の審議や経営判断に必要な発言及び提

言を適宜行っております。
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HLB Meisei有限責任監査法人 19,552千円

HLB Meisei有限責任監査法人 19,552千円

５．会計監査人に関する事項

(1) 名称　HLB Meisei有限責任監査法人

(2) 報酬等の額

１．当社の当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

２．当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

（注）１．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、職務執行状況、報酬の算出

根拠等について、当社の会計監査人と十分な協議を重ねたうえで、監査

報酬が決定されたものであることを確認し、会計監査人の報酬等の額に

ついて同意をしております。

２．会社法上の会計監査人の監査に対する報酬等の額と金融商品取引法上の

監査に対する報酬等の額については明確に区分していないため、上記

１．の金額は合計額を記載しております。

(3) 非監査業務の内容

　該当事項はありません。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当

すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任

いたします。また、当社は、会計監査人の適正な職務の執行が困難である場

合、その他必要があると判断した場合には、監査役会の決議により会計監査

人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。

(5) 責任限定契約の内容の概要

　該当事項はありません。
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６．業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項及び運用状況

の概要

(1) 当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適

合することを確保するための体制

① 当社の経営理念及び経営基本方針を踏まえて策定した「コンプライアン

ス・マニュアル」を役員及び使用人全員へ浸透させ、自らの行動が「法

令を遵守し、社会倫理に則った行動」となるよう役員及び使用人全員に

意識付ける。

② 内部監査室長を任命し、当社における法令等遵守体制の充実強化にあた

らせる。

そのための組織として内部監査室長が統括する内部統制委員会を設置す

る。

③ 万一コンプライアンスに関連する事態が発生した場合には、その内容、

対処案が内部監査室長を通じ、取締役会、監査役会に報告される体制を

整備、強化する。

④ 当社及び当社子会社の使用人が、法令・定款に照らして疑義のある行為

等を知ったときに、通常の報告経路によらず直接、通報窓口にその旨を

報告する仕組み（内部通報制度）を設ける。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

① 取締役の職務執行に係る情報・文書は、文書管理ルール及びそれに関連

する各管理マニュアルに基づいて各所管部署が適切に保存・管理（廃棄

を含む）し、取締役、監査役、及び内部監査室の閲覧に供する。

② 文書管理の統括部署は、少なくとも毎年１回は文書管理ルール、マニュ

アルの運用状況を検証し、必要な場合はその修正を行い、所管部署に対

して文書等の適切な保存・管理を指導する。

(3) 当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

① リスク管理に関する基本ルールを策定し、体系的なリスク管理体制の確

立を図る。各部門においては関連規程の見直し又は制定、ガイドライン

の制定、マニュアルの作成、研修等を行い、部門ごとのリスク管理体制

を整備する。

② リスクの発生又は発見時に、取締役会への報告及び開示の必要性を判断

する基準を明確にする等、リスク対応と開示を適時適切に行う体制を再

整備する。

③ 大規模な事故、災害、不祥事等の緊急事態が発生した場合に備えた危機

管理体制及び対応ルールを再整備する。
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(4) 当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保

するための体制

① 社内の組織・業務分掌・職務権限等に関するルールを適時適切に見直す

ことにより、職務遂行に係る意思決定及び指揮体制を経営戦略目標の達

成のために最適の状態に保つ。

② ＩＴを活用した人事管理・業績管理・事務システムの精度向上に努め、

全社的な経営効率及び業務効率の一層の向上を図る。

(5) 子会社の取締役等の職務の遂行に係る事項の当社への報告に関する体制

　当社は、当社子会社に対して、財務状況その他の重要事項について、当社

への報告・協議を義務付けている。

(6) その他当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保す

るための体制

① 「企業行動指針」及び「役職員行動指針」を適用しつつ、自社の事業規

模・特性を踏まえ、自ら業務の適正の確保を図る。

② 内部監査室長が統括する内部統制委員会には、各事業部の担当者を委員

として参加させ、内部統制に関する当社での協議、情報の共有化等の場

とする。

③ 法令違反行為等を知った者は、内部通報制度によって直接、同制度の通

報窓口に報告するものとする。この場合、通報窓口担当部署は監査役

に、通報者保護に留意しつつ当該通報の内容等を報告することとする。

(7) 監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項及びその使用人の取締役か

らの独立性に関する事項

① 監査役は、必要がある場合は、事前に内部監査室長に通知して内部監査

担当者に監査業務を補助するよう命令することができる。この通知を受

けた取締役は、特段の事情がない限りこれに従うものとする。

② 監査役会から専任の使用人の配属を求められた場合は、必要なスキルそ

の他について具体的な意見を聴取した上で人選し、監査役会の同意を得

て任命する。

③ 監査役から命令を受けた使用人は、その命令の遂行に関して取締役の指

揮命令を受けず、また、実施結果の報告は命令した監査役に対してのみ

行うこととする。

④ 取締役は、監査役の命令を受けた使用人に対し、そのことを理由に人事

処遇等において不利な取扱いをしない。

⑤ 専任の使用人を配属した場合、その人事異動・人事評価・懲戒処分に関

しては監査役会の同意を得るものとする。
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(8) 取締役及び使用人が監査役会又は監査役に報告をするための体制その他の

監査役会又は監査役への報告に関する体制

① 取締役及び使用人は、次の場合には、監査役会又は監査役に対して直接

かつ速やかに報告しなければならないものとする。

(a) 法令・定款に違反する事実を発見したとき

(b) 当社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したとき

② 内部通報制度担当部署は、内部通報制度による通報があったときは、直

ちに監査役に報告するものとする。

③ 法令・定款の遵守に関する事項、リスク管理に関する事項、内部監査の

実施状況その他の事項を、取締役又は担当部署長から監査役会に報告す

る体制を整備する。報告事項及び報告の方法については、監査役会との

協議により決定する。

(9) 当社子会社の取締役、監査役、使用人及びこれらの者から報告を受けた者

が、当社の監査役会又は監査役に報告をするための体制その他の監査役会又

は監査役への報告に関する体制

　当社子会社の取締役は、当社監査役会と定期的に会合を持ち、業務遂行に

関する事項等について報告を行う。また、当社子会社の取締役及び使用人

は、当社監査役から業務遂行に関する事項について報告を求められたとき

は、速やかに報告を行わなければならない。

(10) (8)及び(9)の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱

いを受けないことを確保するための体制

　監査役に対して、情報提供を行った取締役及び使用人が当社及び当社子会

社において不利な取扱いを受けない制度をコンプライアンス・マニュアルに

定める。

(11) 監査役の職務の遂行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の職

務の遂行について生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

　監査役の求めがあった場合、その費用等が監査役の職務の執行について生

じたものではないことを証明できる場合を除き、監査役の職務の遂行につい

て生ずる費用の前払又は償還並びに債務の処理を行わなければならない。

(12) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

① 監査役会と代表取締役との間の定期的な意見交換会の頻度を、四半期ご

とに１回とする。

② 監査役は内部監査の実施状況について報告を受けるとともに、必要があ

ると認めるときは追加監査の実施、業務改善策の策定等を求めることが

できるものとする。
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(13) 財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制

　当社は、金融商品取引法の定めに従い、財務報告に係る内部統制が有効か

つ適切に行われる体制の整備・運用・評価を行い、財務報告の信頼性と適正

性を確保する。

(14) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

① 反社会的勢力による不当な要求などが発生した場合には、内部監査室長

が統括する内部統制委員会及び反社会的勢力対応部署が連携し、情報の

一元管理・蓄積を行い、速やかに内部監査室長を通じて取締役会及び監

査役会に報告される体制の整備、強化を図る。

② 反社会的勢力対応部署を中心とし、対応マニュアルの整備を進める。ま

た、当社及び当社グループ会社の使用人全員に対し研修を実施するほ

か、必要に応じ外部機関とも連携し、体制の強化を図る。

③ 新規取引先との取引開始にあたっては与信管理のための外部調査機関の

活用や既存取引先からの情報の収集を行う。

④ 株主の属性判断を行う際には、所轄警察署との連携による身元照会を実

施し、反社会的勢力の排除に努める。

(15) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

　取締役の職務執行については、取締役会が法令、定款及び各種規程に則っ

て自ら率先して行動し、コンプライアンスやリスク管理に対応しておりま

す。監査役は、取締役会や経営会議などの重要な会議への出席を通じて、ま

た会計監査人や内部監査室との情報交換を通じ発言をする機会を設け、当社

の業務の適正を確保するための体制を確認しております。

　財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性を勘案して評価範囲を決定し、当

該財務報告に係るプロセスにおける内部統制の有効性評価を行っておりま

す。

　子会社の内部統制の整備状況は、親会社である当社の内部監査室が確認す

るとともに、当社の会計監査人及び内部監査室が定期的に監査を行い、改善

に努めております。

７．会社の支配に関する基本方針

　当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する

基本方針については、特に定めておりません。
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科 目 金 額 科 目 金 額

（資　産　の　部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

原材料及び貯蔵品

未 収 入 金

前 渡 金

前 払 費 用

未収還付法人税等

未 収 消 費 税 等

短 期 貸 付 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

工具、器具及び備品

投資その他の資産

敷 金 及 び 保 証 金

そ の 他
　

282,846

93,207

24,217

2,890

124,631

49,530

19,355

95

34,977

50,000

6,855

△122,916

251,418

214,262

151,194

368

62,699

37,155

36,344

811
　

（負　債　の　部）

流 動 負 債 64,958

未 払 金 21,522

未 払 法 人 税 等 8,629

未 払 消 費 税 等 2,463

未 払 費 用 15,252

預 り 金 5,456

前 受 金 4,717

最終処分場維持管理引当金 6,082

そ の 他 833

固 定 負 債 349,380

長 期 預 り 保 証 金 150

長 期 預 り 金 328,479

資 産 除 去 債 務 19,342

そ の 他 1,409

負 債 合 計 414,339

（純 資 産 の 部）

株 主 資 本 112,131

資 本 金 400,745

資 本 剰 余 金 679,384

利 益 剰 余 金 △967,974

自 己 株 式 △24

新 株 予 約 権 7,793

純 資 産 合 計 119,924

資 産 合 計 534,264 負 債 純 資 産 合 計 534,264

連 結 貸 借 対 照 表

（2025年12月31日現在）
（単位：千円）

（注）記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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( 自　2025年１月１日
至　2025年12月31日 )

科 目 金 額

売 上 高 189,613

売 上 原 価 77,643

売 上 総 利 益 111,969

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 422,508

営 業 損 失 310,538

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 205

受 取 手 数 料 127

還 付 加 算 金 4

消 費 税 差 額 4,401

そ の 他 40 4,779

営 業 外 費 用

支 払 利 息 164

支 払 手 数 料 2,585 2,749

経 常 損 失 308,508

特 別 損 失

減 損 損 失 250 250

匿名組合損益分配前税引前当期純損失 308,758

匿 名 組 合 損 益 分 配 額 △56,720

税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失 252,037

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 4,768 4,768

当 期 純 損 失 256,806

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 256,806

連 結 損 益 計 算 書

（単位：千円）

（注）記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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( 自　2025年１月１日
至　2025年12月31日 )

株 主 資 本
新株予約権 純資産合計

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

2025年１月１日期首残高 199,739 478,378 △711,167 △24 △33,074 － △33,074

連結会計年度中の変動額

新 株 の 発 行 201,006 201,006 402,012 402,012

親会社株主に帰属する当期純損失（△） △256,806 △256,806 △256,806

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額）

－ 7,793 7,793

連結会計年度中の変動額合計 201,006 201,006 △256,806 － 145,205 7,793 152,998

2025年12月31日期末残高 400,745 679,384 △967,974 △24 112,131 7,793 119,924

連結株主資本等変動計算書

（単位：千円）

（注）記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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科 目 金 額 科 目 金 額

（資　産　の　部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

前 払 費 用

未 収 入 金

関係会社未収入金

前 渡 金

未 収 消 費 税 等

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

投資その他の資産

関 係 会 社 株 式

関係会社長期貸付金

敷 金 及 び 保 証 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金
　

373,280

57,295

2,111

115,470

387,578

2,169

12,436

155

△203,936

94,735

94,735

84,618

230,000

10,035

81

△230,000
　

（負　債　の　部）

流 動 負 債 314,551

未 払 金 9,571

関 係 会 社 未 払 金 289,893

未 払 法 人 税 等 4,955

未 払 費 用 7,311

預 り 金 2,820

負 債 合 計 314,551

（純 資 産 の 部）

株 主 資 本 145,671

資 本 金 400,745

資 本 剰 余 金 679,384

資 本 準 備 金 678,634

その他資本剰余金 750

利 益 剰 余 金 △934,434

利 益 準 備 金 750

その他利益剰余金 △935,184

繰越利益剰余金 △935,184

自 己 株 式 △24

新 株 予 約 権 7,793

純 資 産 合 計 153,464

資 産 合 計 468,016 負 債 純 資 産 合 計 468,016

貸　借　対　照　表

（2025年12月31日現在）
（単位：千円）

（注）記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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( 自　2025年１月１日
至　2025年12月31日 )

科 目 金 額

営 業 収 益

経 営 指 導 料 19,894 19,894

営 業 費 用 244,535

営 業 損 失 224,641

営 業 外 収 益

受 取 利 息 0

還 付 加 算 金 4

保 険 解 約 返 戻 金 9

そ の 他 0 13

営 業 外 費 用

支 払 利 息 89

支 払 手 数 料 2,585 2,674

経 常 損 失 227,301

特 別 損 失

子 会 社 株 式 評 価 損 0

貸 倒 損 失 34

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 17,041 17,075

税 引 前 当 期 純 損 失 244,377

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 △11,420 △11,420

当 期 純 損 失 232,957

損　益　計　算　書

（単位：千円）

（注）記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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( 自　2025年１月１日
至　2025年12月31日 )
株 主 資 本

新 株
予 約 権

純 資 産
合 計資 本 金

資本剰余金 利 益 剰 余 金

自己
株式

株 主
資 本
合 計

資 本
準 備 金

その他資
本剰余金

資 本
剰 余 金
合 計

利 益
準 備 金

そ の 他
利 益
剰 余 金

利 益
剰 余 金
合 計

繰 越
利 益
剰余金

2025年１月１日期首残高 199,739 477,628 750 478,378 750 △702,226 △701,476 △24 △23,382 － △23,382

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 201,006 201,006 201,006 － 402,012 402,012

当期純損失(△) － △232,957 △232,957 △232,957 △232,957

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
－ － － 7,793 7,793

当期変動額合計 201,006 201,006 － 201,006 － △232,957 △232,957 － 169,054 7,793 176,847

2025年12月31日期末残高 400,745 678,634 750 679,384 750 △935,184 △934,434 △24 145,671 7,793 153,464

株主資本等変動計算書

（単位：千円）

（注）記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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独立監査人の監査報告書

2026年２月26日

株式会社ジェイホールディングス

取締役会　御中

HLB Meisei有限責任監査法人
東京都台東区

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 武 田 　 剛 　 　 　 　 ㊞

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 吉 田 　 隆 伸 　 　 　 ㊞

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ジェイホールディングスの
2025年１月１日から2025年12月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借
対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に準拠して、株式会社ジェイホールディングス及び連結子会社からなる企業集団の当
該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示して
いるものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行
った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度
の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

継続企業の前提に関する重要な不確実性
　継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は前連結会計年度において、営
業損失、経常損失、親会社株主に帰属する当期純損失及び営業キャッシュ・フローのマイナス
を計上し債務超過となった。また、当連結会計年度においても、営業損失、経常損失、親会社
株主に帰属する当期純損失及び営業キャッシュ・フローのマイナスを計上していることから、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では継続企業の
前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実
性が認められる理由については当該注記に記載されている。連結計算書類は継続企業を前提と
して作成されており、このような重要な不確実性の影響は連結計算書類に反映されていない。
　当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

強調事項
１．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、2026年１月28日開催の取締役会におい
て、第三者割当により発行される第10回新株予約権及び第11回新株予約権の募集を行うこと
を決議し、2026年２月13日に新株予約権と引き換えに払込まれる金額について払込が完了し
ている。

２．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、2026年１月28日開催の取締役会におい
て、系統用蓄電池事業の推進拡大を目的として、台湾の上場企業の子会社との間で資本業務
提携契約を締結し、同社に対して第11回新株予約権を割り当てることを決議している。

　当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

連結計算書類に係る会計監査報告書
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その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載
内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の
報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておら
ず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程
において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に
重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内
容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場
合には、その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連
結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表
示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備
及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成
することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する
責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執
行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は
誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において
独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬
により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
　・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示

リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断
による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

　・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものでは
ないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する
ために、監査に関連する内部統制を検討する。

　・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた
会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

　・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又
は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関す
る重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注
意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場
合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の
結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

　・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の
表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示して
いるかどうかを評価する。

　・　連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する
十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査
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人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、
単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施
過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で
求められているその他の事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関す
る規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事
項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水
準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行
う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。

以　　上
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独立監査人の監査報告書

2026年２月26日

株式会社ジェイホールディングス

取締役会　御中

HLB Meisei有限責任監査法人
東京都台東区

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 武 田 　 剛 　 　 　 ㊞

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 吉 田 　 隆 伸 　 　 　 ㊞

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ジェイホールディン
グスの2025年１月１日から2025年12月31日までの第34期事業年度の計算書類、すなわち、貸借
対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計
算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点にお
いて適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行
った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高
い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立しており、ま
た、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎と
なる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

継続企業の前提に関する重要な不確実性
　継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は前事業年度において営業損
失、経常損失及び当期純損失を計上し債務超過となった。また、当事業年度においても営業損
失、経常損失及び当期純損失を計上していることから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさ
せるような状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる。なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注
記に記載されている。計算書類は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不
確実性の影響は計算書類に反映されていない。
　当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

強調事項
１．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、2026年１月28日開催の取締役会におい
て、第三者割当により発行される第10回新株予約権及び第11回新株予約権の募集を行うこと
を決議し、2026年２月13日に新株予約権と引き換えに払込まれる金額について払込が完了し
ている。

２．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、2026年１月28日開催の取締役会におい
て、系統用蓄電池事業の推進拡大を目的として、台湾の上場企業の子会社との間で資本業務
提携契約を締結し、同社に対して第11回新株予約権を割り当てることを決議している。

　当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

計算書類に係る会計監査報告書
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その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載
内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の
報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、
当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程に
おいて、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要
な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に
重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場
合には、その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計
算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示
のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び
運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成する
ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任
がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執
行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤
謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独
立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
　・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示

リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断
による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

　・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
いが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するた
めに、監査に関連する内部統制を検討する。

　・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた

会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

　・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、ま

た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又

は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関す

る重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意

を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合

は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論

は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、

企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

　・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会

計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表

示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示している
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かどうかを評価する。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施
過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求め
られているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関す
る規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及
び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽
減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。

以　　上

－ 39 －



監　査　報　告　書

　当監査役会は、2025年１月１日から2025年12月31日までの第34期事業年度にお

ける取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審

議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施

状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からそ

の職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、

職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通

を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法

で監査を実施いたしました。

　①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の

執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書

類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調

査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役

等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報

告を受けました。

　②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合する

ことを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業

集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第

100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容

及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）につい

て、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に

報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

　③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを

監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況につい

て報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から

「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算

規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業

会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説

明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計

算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及

びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連

結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

監査役会の監査報告書
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２．監査の結果

(1) 　事業報告等の監査結果

　①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況

を正しく示しているものと認めます。

　②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違

反する重大な事実は認められません。

　③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認め

ます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取

締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 　計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人HLB Meisei有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であ

ると認めます。

(3) 　連結計算書類の監査結果

　会計監査人HLB Meisei有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であ

ると認めます。

2026年２月27日

株式会社ジェイホールディングス監査役会

常 勤 監 査 役
（社外監査役） 刈 谷 龍 太 ㊞

社 外 監 査 役 四 方 直 樹 ㊞

社 外 監 査 役 関 口 常 裕 ㊞
　

以　上
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候補者
番　号

ふ り が な

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所有する当社
の 株 式 数

１

ま の

眞野　
さ だ や

定也
（1976年5月25日生）

1999年４月 日興證券株式会社（現 SMBC日

興証券株式会社）入社

2005年10月 エピック・マネジメント株式

会社入社

2008年９月 株式会社アイネット証券入社

同社取締役就任

2009年９月 株式会社エピック・グループ

入社

2010年６月 ヘッジファンド証券株式会社

設立

同社代表取締役就任

2013年９月 LAZO株式会社設立

同社代表取締役就任（現任）

2019年９月 株式会社ジェイリードパート

ナーズ（当社子会社）代表取

締役就任

2020年３月 株式会社アセット・ジーニア

ス代表取締役就任

当社代表取締役社長就任（現

任）

（当社における地位、担当）

代表取締役社長

－株

２

なかやま

中山　
こういち

宏一
（1978年５月12日生）

2011年７月 株式会社グリムス入社

2013年12月 夢の街創造委員会株式会社

（現 株式会社出前館）入社

2016年６月 当社入社管理本部長

2016年12月 当社取締役就任（現任）

2017年10月 公認会計士登録

2023年６月 株式会社アセット・ジーニア

ス代表取締役就任

（当社における地位、担当）

取締役管理本部長

－株

株主総会参考書類

議案　取締役４名選任の件

　取締役全員（４名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきま

しては、取締役４名の選任をお願いするものであります。

　取締役候補者は次のとおりであります。
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候補者
番　号

ふ り が な

氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所有する当社
の 株 式 数

３

やまむろ

山室　
たかふみ

敬史
（1986年１月27日生）

2009年４月 日本電子計算株式会社入社

2014年２月 新日本有限責任監査法人（現 

EY新日本有限責任監査法人）

入社

2018年８月 公認会計士登録

2019年12月 有限責任あずさ監査法人入社

2020年８月 BSP税理士法人入社

2021年８月 株式会社LATRICO入社

2024年３月 当社取締役就任（現任）

（当社における地位、担当）

取締役財務担当

－株

４

あさ

浅
だ

田　
だい

大
（1978年10月25日生）

2009年12月 弁護士登録

2010年１月 法律事務所MIRAIO入所

2013年７月 久田・橋口法律事務所入所

2015年４月 弁護士法人ベリーベスト法律

事務所入所

2015年11月 同法人パートナー就任

2017年10月 浅田法律事務所（現 浅田法律

事務所・外国法共同事業）所

長（現任）

2023年３月 当社社外取締役就任（現任）

（当社における地位、担当）

社外取締役

－株

（注）1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 浅田大氏は、社外取締役候補者であります。
3. 浅田大氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間

は、本総会終結の時をもって３年となります。
4. 浅田大氏を社外取締役候補者とした理由及び期待される役割は、弁護士としての専門

的知見並びに経営に関する見識及び経験を当社のコーポレートガバナンスの強化に活
かすことであります。

5. 当社は、浅田大氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項
の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任
の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額であります。同氏の再任
が承認された場合は、当該契約を継続する予定であります。

6. 当社は、浅田大氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所
に届け出ております。なお、同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員と
する予定であります。

以上
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会　場 東京都港区六本木五丁目11番16号

公益財団法人　国際文化会館　

４階　403・404会議室

交通のご案内

都営大江戸線　麻布十番駅　7番出口より徒歩5分

（上り急勾配あり）

東京メトロ南北線　麻布十番駅　4番出口より徒歩8分

（上り急勾配あり）

東京メトロ日比谷線　六本木駅　3番出口より徒歩10分

（お願い）

お車でのご来場はご遠慮願います。

株主総会会場ご案内略図

六本木

東京メトロ日比谷線
六本木駅 3番出口

六本木ヒルズ

六本木五丁目

ロアビル

東洋英和女学院小

東洋英和女学院
高･中

東京メトロ南北線
麻布十番駅 4番出口

ちぃバス
東洋英和女学院前

都営大江戸線
麻布十番駅 7番出口

麻布十番公共駐車場

鳥居坂下

鳥
居
坂

芋
洗
坂

テ
レ
ビ
朝
日
通

けやき坂通り

六
本
木
通

外苑東通

国際文化会館
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